
告 示

�愛媛県告示第５７９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、松山広域都市計画下水道の

変更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧に

供する。

平成２７年５月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５８０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

小松町第一土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２７年５月８日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第５８１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市小松町第五土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退

任した旨の届出があった。

平成２７年５月８日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

発 行 愛 媛 県
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役員の種類 氏 名 住 所

理 事 堀 江 幸 二 西条市小松町新屋敷甲１８８４番地

〃 渡 邊 彰 西条市小松町南川甲１１９番地２

〃 佐 伯 良 一 西条市小松町南川甲２３９番地２

〃 桑 原 矢 一 西条市小松町新屋敷甲３２８番地

〃 今 井 隆 浩 西条市小松町南川甲１４０番地の３

〃 藤 井 兼 重 西条市小松町新屋敷甲１３１９番地

〃 越 智 幸 博 西条市小松町新屋敷甲９３番地

〃 一 色 志津夫 西条市小松町新屋敷甲３９２番地

〃 桑 原 俊 樹 西条市小松町新屋敷甲５６４番地１

〃 桑 原 拓 司 西条市小松町新屋敷甲２１２０番地２

〃 曽 我 藤 夫 西条市小松町新屋敷甲２３４７番地１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 堀 江 幸 二 西条市小松町新屋敷甲１８８４番地

〃 渡 邊 彰 西条市小松町南川甲１１９番地２

〃 佐 伯 良 一 西条市小松町南川甲２３９番地２

〃 桑 原 矢 一 西条市小松町新屋敷甲３２８番地

〃 首 藤 孟 弘 西条市小松町南川甲２５１番地

〃 越 智 幸 博 西条市小松町新屋敷甲９３番地

〃 藤 井 兼 重 西条市小松町新屋敷甲１３１９番地

〃 藤 原 義 之 西条市小松町新屋敷甲２４１２番地１

〃 曽 我 藤 夫 西条市小松町新屋敷甲２３４７番地１

〃 戸 田 茂 樹 西条市小松町新屋敷甲１９３４番地

〃 桑 原 拓 司 西条市小松町新屋敷甲２１２０番地２

〃 安 部 寅 雄 西条市氷見乙１９６８番地２

〃 桑 原 俊 樹 西条市小松町新屋敷甲５６４番地１

監 事 工 藤 勝 利 西条市小松町南川甲３８２番地２

〃 尾 上 雄 二 西条市小松町新屋敷甲１８７９番地２

〃 岡 田 正 人 西条市小松町新屋敷甲２４００番地４

〃 戸 田 茂 樹 西条市小松町新屋敷甲１９３４番地

監 事 工 藤 勝 利 西条市小松町南川甲３８２番地２

〃 岡 田 芳 明 西条市小松町新屋敷甲２３３３番地１
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就 任

退 任
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�愛媛県告示第５８２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

新居浜市岸之下土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任

した旨の届出があった。

平成２７年５月８日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

就 任

退 任
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�愛媛県告示第５８３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

新居浜市岸之下土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２７年５月８日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

�������
�愛媛県告示第５８４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市谷町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２７年５月８日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

就 任

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 堀 江 幸 二 西条市小松町新屋敷甲１８８４番地

〃 戸 田 盛 豊 西条市小松町新屋敷甲１８６３番地

〃 塩 出 喬 西条市小松町新屋敷甲１７９８番地１

〃 玉 井 康 文 西条市小松町新屋敷甲１８３３番地

〃 日 野 本 治 西条市小松町新屋敷甲１８２２番地

〃 藤 井 喜代治 西条市小松町新屋敷甲１８３８番地第１

〃 藤 井 武 彦 西条市小松町新屋敷甲１７８７番地

〃 渡 邊 彰 西条市小松町南川甲１１９番地２

〃 戸 田 博 明 西条市小松町北川１４１番地１

〃 今 井 誠 西条市玉之江３４２番地２

監 事 戸 田 茂 樹 西条市小松町新屋敷甲１９３４番地

〃 渡 部 和 憲 西条市玉之江１６０番地２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 堀 江 幸 二 西条市小松町新屋敷甲１８８４番地

〃 戸 田 盛 豊 西条市小松町新屋敷甲１８６３番地

〃 塩 出 喬 西条市小松町新屋敷甲１７９８番地１

〃 藤 井 武 彦 西条市小松町新屋敷甲１７８７番地

〃 玉 井 康 文 西条市小松町新屋敷甲１８３３番地

〃 渡 邊 彰 西条市小松町南川甲１１９番地２

〃 日 野 本 治 西条市小松町新屋敷甲１８２２番地

〃 藤 井 喜代治 西条市小松町新屋敷甲１８３８番地第１

〃 今 井 誠 西条市玉之江３４２番地２

監 事 戸 田 茂 樹 西条市小松町新屋敷甲１９３４番地

〃 青 山 一 美 西条市小松町北川２７５番地１

〃 松 木 正 英 新居浜市萩生１２１９

〃 真 鍋 猛 廣 新居浜市萩生４９３

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 松 木 正 英 新居浜市萩生１２１９

〃 合 田 有 良 新居浜市萩生１４０８－３

〃 三 並 清 継 新居浜市萩生１１４－６

〃 森 賀 繁 則 新居浜市萩生１０９５－１

〃 森 忠 則 新居浜市萩生１１３７

〃 村 上 晋太郎 新居浜市萩生１３４７－５

〃 徳 永 秀 隆 新居浜市萩生１４３２－４

〃 森 賀 昇 新居浜市萩生１４４４

〃 守 谷 力 夫 新居浜市萩生４９５

〃 守 谷 秀 典 新居浜市萩生４５１

〃 神 野 鉄 治 新居浜市大生院５１４

〃 加 藤 弘 司 新居浜市大生院４７０－２

監 事 高 橋 博 敏 新居浜市萩生１１７５

〃 青 野 徹 新居浜市萩生１３５８－１

〃 伊 藤 慎 吾 新居浜市大生院４８７－３

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 寺 井 雅 信 松山市谷町３３０番地

〃 宮 � 純 也 松山市谷町４７４番地２

〃 宮 � 賢 二 松山市谷町甲１３３番地１

〃 樋 口 正 俊 松山市谷町３７９番地

〃 門 屋 吉 夫 松山市谷町３８番地２

〃 寺 井 昭 男 松山市谷町甲２６番地３

〃 門 屋 浩 美 松山市谷町甲３６番地１

〃 谷 岡 勲 松山市谷町１３２番地

〃 門 屋 泰 三 松山市谷町３１６番地

監 事 門 屋 一 臣 松山市谷町３０６番地

〃 宮 � 澄 雄 松山市谷町４７４番地１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 合 田 有 良 新居浜市萩生１４０８－３

〃 青 野 徹 新居浜市萩生１３５８－１

〃 森 賀 盾 雄 新居浜市萩生１０９５－１

〃 塩 崎 美 教 新居浜市萩生１１８２－２

〃 野 口 耕 三 新居浜市萩生９８－２

〃 森 忠 則 新居浜市萩生１１３７

〃 村 上 晋太郎 新居浜市萩生１３４７－５

〃 森 賀 昇 新居浜市萩生１４４４

〃 福 田 勝 久 新居浜市萩生１００８

〃 守 谷 稔 新居浜市萩生９６４－２

〃 神 野 鉄 治 新居浜市大生院５１４

〃 加 藤 弘 司 新居浜市大生院４７０－２

監 事 徳 永 秀 隆 新居浜市萩生１４３２－４

愛 媛 県 報平成２７年５月８日 第２６７０号

４９７
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�愛媛県告示第５８５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市馬木町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２７年５月８日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

就 任

退 任

�愛媛県告示第５８６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年５月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５８７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年５月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５８８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

〃 矢 野 健 次 松山市馬木町３１０番地

〃 大 内 博 久 松山市馬木町１９８番地１

〃 野 本 泰 夫 松山市馬木町１３１番地

〃 渡 部 淳 孝 松山市馬木町５２番地

〃 矢 野 英 俊 松山市馬木町１６２番地

〃 矢 野 洋 介 松山市馬木町５９番地１

監 事 矢 野 幸 夫 松山市馬木町１４３番地

〃 矢 野 之 祥 松山市馬木町１０３番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 須 賀 達 志 松山市馬木町１０６番地１

〃 野 中 弘 文 松山市馬木町９６番地１

〃 大 内 博 久 松山市馬木町１９８番地１

〃 野 本 泰 夫 松山市馬木町１３１番地

〃 渡 部 淳 孝 松山市馬木町５２番地

〃 矢 野 健 次 松山市馬木町３１０番地

監 事 矢 野 之 祥 松山市馬木町１０３番地

〃 矢 野 幸 夫 松山市馬木町１４３番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 谷 岡 勲 松山市谷町１３２番地

〃 寺 井 雅 信 松山市谷町３３０番地

〃 宮 � 賢 二 松山市谷町甲１３３番地１

〃 山 口 宏 松山市谷町１４番地

〃 門 屋 吉 夫 松山市谷町３８番地２

〃 寺 井 昭 男 松山市谷町甲２６番地３

〃 門 屋 浩 美 松山市谷町甲３６番地１

〃 宮 � 純 也 松山市谷町４７４番地２

〃 門 屋 泰 三 松山市谷町３１６番地

監 事 門 屋 一 臣 松山市谷町３０６番地

〃 宮 � 澄 雄 松山市谷町４７４番地１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 須 賀 達 志 松山市馬木町１０６番地１

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 松山川内線 松山市平井町甲１４５７番３

旧 ７．９～８．０ ０．０１０

新 ７．９～９．１ ０．０１０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山川内線 松山市平井町甲１４５７番３ 平成２７年５月８日

愛 媛 県 報平成２７年５月８日 第２６７０号

４９８
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公営企業公告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２７年５月８日

愛媛県公営企業管理者 俊 野 健 治

１ 入札に付する事項

� 件名

エキシマレーザ血管形成装置の購入

� 購入物品名及び数量

エキシマレーザ血管形成装置 １式

（使用にあたり必要な運搬、搬入、設置、調整、説明等一式

を含む。）

� 購入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 納入期限

平成２７年８月２４日（月）まで

� 納入場所

愛媛県松山市春日町８３番地

愛媛県立中央病院

� 入札方法

ア この公告の入札は、愛媛県電子入札運用基準（製造の請負

等編）に定義するシステム（以下「電子入札システム」とい

う。）による。ただし、愛媛県電子入札運用基準（製造の請

負等編）７�又は�の規定により紙入札による参加承諾を受
けた者にあっては、紙入札を行うことができる。

イ 入札金額は、購入予定物品の総額とすること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に

当該金額の８パーセントに相当する額を加算した金額（当該

金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

平成２７年５月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５８９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年５月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５９０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年５月８日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山川内線
松山市平井町甲１２３９番２から

同町甲１２４８番５まで
平成２７年５月８日

〃 〃
松山市平井町甲１２５５番２から

同市水泥町８８８番７まで
〃

〃 河中平井停車場線
松山市水泥町９４４番４から

同町９５０番地先まで
〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 日向谷高野子線

西予市城川町高野子８００番地先から

同町高野子４７４番地先まで
旧 ４．５～１１．４ ０．０８４

西予市城川町高野子８００番２から

同町高野子４７４番３まで
新 ５．６～１９．３ ０．０５７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 日向谷高野子線
西予市城川町高野子８００番２から

同町高野子４７４番３まで
平成２７年５月８日
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てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった契約金額の１０８分の１００に相当

する金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２７年度の製造の請負等に係る一般競争

入札に参加する資格を有すると認められた業者で次の事項に該当

する者。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� この公告で示す物品を納入期限までに確実に納入できること

を証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

� 法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要があ

る場合にあっては、その許認可等に基づく営業であることを証

明した者であること。

３ 入札書の提出方法等

� 提出書類及び入札書の提出方法

電子入札システムによる。

� 入札書の受領期限

契約条項及び入札説明書の掲載場所

愛媛県入札情報公開システム上に掲載する。

https://www.ebid-ppi.pref.ehime.jp/ebidPPIGPublish/EjPPIj

� 入札書のほかに提出する書類の受領期限

平成２７年６月８日（月）午後５時００分まで。

� 入札書の受領期限

電子入札システムによる場合は、平成２７年６月１７日（水）か

ら平成２７年６月１８日（木）までの電子入札システム稼動時間中

（午前９時００分から午後８時００分まで（ただし、６月１８日は午

後５時１５分まで））。

紙入札による場合は、平成２７年６月１８日（木）午後５時１５分

まで。

� 開札の日時及び場所

平成２７年６月１９日（金）午前１０時００分

愛媛県公営企業管理局大会議室（愛媛県庁第二別館２階）

� 問い合わせ先

愛媛県公営企業管理局総務課財産管理係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―１０００ 内線４６２３

又は（０８９）９１２―２７９４

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から第１３７条までの規

定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示す物

品を納入できることを証明する書類を、入札説明書等に基づき

平成２７年６月８日（月）午後５時００分までに電子入札システム

により提出しなければならない。

なお、愛媛県公営企業管理者から当該書類の内容に関し、説

明を求められた場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 契約保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１５２条から第１５４条までの規

定による。

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると愛媛県公営企業管理者

が判断した入札者であって、愛媛県公営企業会計規程第１７６条

において例によることとされる愛媛県会計規則第１３３条の規定

に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をも

って有効な入札を行ったものを落札者とする。

� 入札書の提出方法

電子入札による場合は、電子入札システムにより入札金額及

び電子くじ入力番号を入力の上、提出すること。

紙入札による場合は、入札書を直接又は郵便（書留郵便に限

る。）により３�に掲げる場所に提出すること。
	 その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be purchased：

excimer laser angioplasty equipment，１ set

� Time limit of tender：５：１５ p．m．，１８ June２０１５

� For further information， please contact： Property

Management Section，General Affairs Division，Public

Enterprise Management Bureau， Ehime Prefectural

Government，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime

７９０―８５７０ Japan

TEL０８９―９１２―２７９４

平成２７年５月８日 発行
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